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周防大島町病院事業局ホームページリニューアル業務公募型プロポーザル実施要項 

第１ 概要等  

１ 目的  

周防大島町病院事業局（以下、「当局」という。）は、周防大島町病院事業局ホームページリニューア

ル業務（以下、「本業務」という。）について、公募型プロポーザル方式により受託する事業者を選定

する。  

２ 委託業務  

（１） 業務名  

      周防大島町病院事業局ホームページリニューアル業務  

（２） 業務内容  

    別紙、仕様書のとおり  

（３） 委託期間  

       本業務：契約締結日から令和８年３月３１日まで（保守契約単年度更新予定）  

（４） 見積限度額  

       本業務の委託見積限度額は、令和７年度予算計上５，３８４，５００円 （消費税及び地方消費税込） 

までとする。限度額内に、令和８年３月３１日までの保守料を含めるとする。 

    ※ 上記を超過した金額の見積書を提出した場合は無効とする。 

３ 委託契約の方法等  

（１） 契約の選定方法：公募型プロポーザル方式  

（２） 上記方式を採用する理由  

        現状のホームページの内容及び体制等にとらわれることなく、新たな視点から、利用者サービスの向 

上等が図れるようなアイデア等を踏まえた企画提案を広く募ったうえで、それらを比較検討し契約相  

  手方を選定するため。 

（３） 契約方法を随意契約とする根拠  

    地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の１３第１項 第２号 

第２ 参加資格  

次の要件を全て満たす者であること。  

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこと。 

２ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中  

でない者。  
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３ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中  

でない者。  

４ 公租公課に未納がない者。  

５ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する

暴力団、暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社

会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。   

６ 令和７・８年度における当局の競争入札参加資格の認定を受けていること。            

※ 認定を受けていない者は、参加申込書の提出時点において当局の競争入札参加資格書  

類を提出し参加資格を得ること。                                         

   ※この提出をもって法人概要等の確認を行うものとする。  

７ 過去５年以内に公的機関において、ⅭⅯＳの導入・利用を前提とするホームページの構築若しくは再構 

  築の実績を有していること。 

第３ プロポーザル実施スケジュール 

内容  日程 

公募開始  令和７年 ７月２５日（金） 

質問書受付期限  令和７年 ８月 ８日（金）午後５時まで 

質問回答期限  令和７年 ８月１４日（木）午後５時まで 

参加申込書受付期限  令和７年 ８月１９日（火）午後５時まで（必着） 

参加資格確認審査（一次審査）結果通知 令和７年 ８月２９日（金） 

企画提案書提出期限 令和７年 ９月１２日（金）午後５時まで（必着） 

プレゼンテーション（二次審査） 令和７年９月下旬（予定） 

二次審査結果通知 令和７年９月下旬（予定） 

契約締結  令和7年１０月上旬（予定） 

第４ 一次審査 

１ 一次審査（書面審査） 

このプロポーザルに参加しようとする事業者は、次の申請書類を提出しなければ、本プロポーザルへ 

の参加は認められない。なお、参加に必要な書類については当局ホームページから入手するものとす 

る。当局ホームページ（https://www.kouei.so.ecomas.jp/） 

https://www.kouei.so.ecomas.jp/
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２ 一次審査提出資料  

次の書類を作成し、必要部数を揃えて期限までに郵送又は持参にて提出すること。 

番号  名称（様式番号）  部数 

１  参加申込書（様式第１号）  １ 

２  参加資格確認書（様式第２号）  １ 

３  会社概要書（様式第３号）  １ 

４  業務実績報告書（様式第４号）  １ 

５  ⅭⅯＳ要件書（様式第５号）  １ 

 

３ 一次審査の受付期限 

   令和７年 ８月１９日（火）午後５時           

提出の受付は、土曜日、日曜日及び国民の休日を除く午前８時３０分から午後５時００分 

４ 提出場所及び問合せ先  

 〒７４２－２１０６ 

山口県大島郡周防大島町小松１３８８－６ 

周防大島町病院事業局 総務課  

 TEL：０８２０－７４－２３３２ 

５ 提出方法              

持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。この場合において、持参にあっては土曜日、

日曜日及び祝日を除き午前８時３０分から午後５時までとし、郵送の場合にあっては、１９日午後５時

までの必着とする。 

６ 参加資格の審査と通知            

一次審査は、提出された申請書に基づき、参加資格審査を選定委員が行う。  

 審査結果は、各参加者に令和７年８月２９日（金）までに通知する。  

７ 一次審査に関する質問と回答 

（１）受付期間 

令和７年７月２５日（金）から令和７年８月８日（金）午後５時まで  

（２）提出方法  

    質問は、質問書（様式第６号）の提出によること（電子メール） 

    メールの件名は、「周防大島町病院事業局ホームページリニューアル業務委託質問書の提出につい
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て（業者名）」で下記のメールアドレスに（様式６号）を添付し提出すること。 

 （３）提出先  

        電子メール soumu@suo-kouei.com 

   ※提出にあたっては、必ず質問書の発信を総務課に電話で連絡すること（土・日及び祝日を除く）。 

（４）回答方法  

    令和７年８月１４日（木）までに、競争上の地位その他の正当な利害を害する恐れのあるものを除 

き、随時当局のホームページ上で公表する。ただし、質問者は公表しない。 

第５ 二次審査  

１ 二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）            

一次審査を通過した参加者に、本業務に対するプレゼンテーション・ヒアリングを実施したうえで、選

定委員が評価し、優先交渉権者を選定する。  

２ 二次審査提出資料  

次の書類を作成し、必要部数を揃えて期限までに郵送で提出すること。 

番号  名称（様式番号）  部数 

１  企画提案書等提出届（様式第７号） １ 

２  企画提案書  

※紙媒体で正本１部、副本８部 電子媒体1部（ＣＤ－ＲＯＭ等） 

※ 

３  提案価格書（様式第９号）及び内訳書（任意様式） 

※紙媒体で正本１部、副本８部 

※ 

      ３ 提出書類受付期限                    

令和７年 ９月１２日（金）午後５時                    

提出の受付は、土曜日、日曜日及び国民の休日を除く午前８時３０分から午後５時００分 

４ 提出場所及び問合せ先          

    第４の４に同じ。 

５ 提出方法                          

第４の５に同じ。 

６ 参加辞退 

一次審査通過後に、参加辞退をする場合は参加辞退届（様式第８号）を提出すること。  

７ プレゼンテーション・ヒアリング実施         

日時 令和７年９月下旬予定              

場所 周防大島町病院事業局 ２階 総務部       

mailto:soumu@suo-kouei.com
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  開始日時は別途通知する。        

  所要時間は３５分（５分準備、２５分説明、５分質疑応答）程度を予定。         

  なお、プロジェクター及びマイク等の機材は当局が準備するものを使用し、その他必要な   

  機材がある場合は、提案者が準備すること。     

８ 審査結果            

最終審査について、各提案者に令和７年９月下旬（予定）に通知する。 

審査結果は、ホームページにて公開するが、次点交渉権者は公開しない。 

第６ 留意事項  

  １ 実施要項等の承諾                 

参加者は、参加申込書の提出をもって、本要項及び仕様書に記載された内容及び条件等をすべて承諾した

ものとみなす。 

２ 提出書類の取り扱い           

（１）提出後の修正等は認めない。ただし、当局が内容に疑義があると判断し、補正又は内容 

    追加等（内容の補強は含まない。）を求めたときは、この限りではない。 

（２）提出された書類（電子媒体を含む）は返却しない。 

３ 費用の負担  

本プロポーザルへの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

  ４ 複数提案の禁止 

参加者は、複数の提案を行うことはできない。 

  ５ 秘密の保持                

参加者は、業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間の終了又は解除後も同様とす

る。 

  ６ 営業活動の禁止             

参加者は、優先交渉権者等の選定が終了するまでの間、当局職員に対して営業活動を行うことはできな

い。 

 


